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令和 6年  月  日 

江津市議会議長 

  藤間 義明 様 

江津市議会議員政治倫理審査会 

会長 河野 正行 

 

 

 

 

審査結果について（報告） 

 

 令和 6年 1月 24日において審査請求がありました事項について、審査を行いました

ので、江津市議会議員政治倫理条例第 11条第 4項の規程により、審査の結果を報告し

ます。 

 

 

 審査結果報告書  別添の通り 
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審査結果報告書 

  
１． はじめに 

江津市議会議員政治倫理審査会は、令和 6 年 1 月 25 日付けで議長からの審査請

求を受けて以降、1月 30日から 4回にわたり審査会を開き、関係者からの意見聴取

等を行うとともに、審査請求のあった事項が政治倫理基準に違反するか否かについ

て慎重に審議を行った。 

 その結果、審査会としての結論を得たので、審査の経過を含め報告する。 

 

２． 審査対象議員 

     森川佳英議員 

 

３． 審査請求事項 

1月 24日付けで審査請求代表者鍛治恵巳子議員を始め、坂田優美議員、寺前克宏

議員、植田圭介議員、森元健二議員より次の事例について江津市議会議員政治倫理

条例第 3 条第 1 項第 1 号に定める政治倫理基準に反する疑いがあるとして、議長に

審査請求がなされ、議長から審査要請があったもの。 

 

 （事例）2023年 11月 24日に開催された江津市議会地域医療対策特別委員会において、

市内民間医療機関事業者が招集され、事業者の内部情報について報告を受けた。

委員会終了の際、報告された内部情報について医療機関事業者より内容は公開し

ないよう申し入れがあり、事務局長を通じて、委員に対し願い出た。それにもか

かわらず、2023 年 12 月 3 日付けの「ごうつ民報（第 2574 号）」に委員会で公開

しないよう要請のあった内部情報が記載されていた。 

 

４． 審査会の開催経過 

○第 1回 1月 30日（火） 

 正副会長の選任と審査会の進め方について 

○第 2回 2月 14日（水） 

 審査請求代表者からの意見・事情聴取（事実確認）について 

 鍛治参考人に対し、審査請求の内容等の質疑を行った。 

   ・「今回のことで、今まで築いてきた市内民間医療機関事業者との信頼関係が損

なわれる。」との危惧する意見あり。 

○第 3回 2月 21日（水） 

 被審査議員への意見・事情聴取（事実確認）について 

 森川佳英議員に対し、事実確認等の質疑を行うとともに釈明を受けた。 

   ・「プライベイトなことは記事にしてはいけないと思ったが、済生会の病院再編

計画編成については、大丈夫だと思った。」との答弁あり。 

○第 4回 3月 1日（金） 
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 審査結果について 

  秘密会により各委員の意見を聴取した。 

 

５． 審査結果 

 【委員よりの意見】 

   ・民間企業の情報の重要性に対する認識不足。 

   ・情報を漏らした認識がない。 

   ・委員会に属さないで欲しい。 

   ・本会議でお詫びして欲しい。 

   ・本人の危機感がない。 

   ・本人に謝罪の態度がない。 

   ・ごうつ民報に謝罪文の掲載して欲しい。 

   ・ごうつ民報の監視体制をしっかりして欲しい。 

   ・認識の違いによっておこったことである。 

   ・信頼関係の欠如。 

   ・各委員会における再発防止が必要。 

    

 【審査結果】 

 委員長が委員会終了を宣言した後、議会事務局長より情報提供された内容はここ

でとどめておくとの確認がなされ、市内民間医療機関事業者の支部長より公開しな

いよう要請があった。委員より「委員会は終了していたので、正式な場での発言で

はない。」との発言があったが、議員として依頼に対し、真摯に対応すべきである。 

その結果、市内民間医療機関事業者からの信頼を損ねた事は、江津市議会議員政

治倫理条例第 3条第 1項第１号 議員の品位と名誉を損なう行為により、市民の議

会に対する信頼を損ねないことに反すると思われる。 

以上のことにより、審査会委員（6 名）は賛成多数により、政治倫理基準に反す

る行為があったと判断した。 

 

  


